
まちからのお知らせ、生活に関する制度について

住民 住民環境課からのお知らせ住民環境課からのお知らせ 住民環境課　戸籍年金係
☎476-1111（122）

問

総務 総務課からのお知らせ総務課からのお知らせ 総務課　財政係
☎476-1111（218）

問

◆人権擁護委員に稲葉正和氏が再任
　現在、人権擁護委員として地域に貢献していただいております稲葉正和氏の任期が、平成25年９月30日
で任期満了となりましたが、引き続き、人権擁護委員として再任されました。
　稲葉氏は、これまでも人権啓発はもちろん、相談者のために誠心誠意ご尽力くださいました。

■人権擁護委員とは

　人権擁護委員は、人権思想の普及・高揚に努め、皆さまの基本的人権が守られるよ
うに人権相談や学校、街頭での啓発活動をボランティアで行います。

■人権相談（特設人権相談）

　町内でも年４回程度、特設人権相談を行っています。家庭の問題、相続や登記の
問題、差別やいじめ等の相談をお受けしています。
　お困りの方は、お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は堅く守られます。

■人権相談（常設人権相談）

　鹿児島地方法務局鹿屋支局では、休日を除く月曜から金曜まで常設人権相談を開設
しています。
　○常設人権相談連絡先　鹿児島地方法務局鹿屋支局　TEL：0994-43-6790

◆選挙管理委員会委員が決まりました

　大崎町選挙管理委員会委員の任期が本年10月28日で満了となり、新委員に次の方々が決まりました。
　これからの４年間、選挙の管理、執行、明るい選挙の推進のためにご尽力いただくこととなります。
　また、10月29日に行われました委員会において委員長に岡留和美氏が互選されました。
　なお、任期は平成25年10月29日から平成29年10月28日までとなります。

◆ふるさと納税へのご協力ありがとうございます。

　大崎町ふるさと応援基金（ふるさと納税）について、『広報おおさき』10月号で紹介した後に寄附をい
ただいた方を紹介します。
　今後とも、『ふるさと大崎』を応援してくださるようよろしくお願いいたします。

■大崎町へ直接　　兵庫県　井林　良幸　様　　　奈良県　匿名

稲葉　正和
（小能）

選挙 大崎町選挙管理委員会からのお知らせ大崎町選挙管理委員会からのお知らせ
大崎町選挙管理委員会　☎476-1111（204）問

委員長
　岡留　和美（新調堀）

委員
　川口　勝久（中沖中）

委員
　原田　一男（中持留）

委員
　肥後　修（加治木堀）
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